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もし、あなたに知らない所から督促状が届

いたり、何か契約で困った時に、その対処方

法の情報をどのように入手しますか? 

平成 29 年度の消費者白書(消費者庁発行)

によれば、15 歳以上の全世代の平均 49.0%

の人が、契約やサービスのトラブルに遭った

際に最初にインターネット検索していました。 

口コミサイトや

一般の人も自由に

回答を書き込める

Q&A サイトの中

には、間違ってい

たり不確かだった

りする情報も少な

くありません。 

[こんな相談がありました] 

数か月前から、自宅に未払い金の督促状が

届くようになった。インターネット検索して

みると、多数の人に架空請求・詐欺の督促状

が届いているとのコメントがあった。この件

も同じケースだろうと思い、それを信じて無

視していた。すると弁

護士事務所から 2 万

円の催告状が届いた

ため、再びインターネ

ットで検索をすると、

弁護士を装った詐欺

とあったので放置し

た。3 か月後に裁判所から差押通知が届いた。

どうしたらよいか。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

この事例の場合、督促状を送っていたのは

動画配信サイトの会社でした。実は過去に「１ 

 

 

 

 

か月お試し無料」登録したものの、ほとんど 

視聴せず退会手続きを忘れていたため、未払

い会費が発生していたのです。督促状や弁護

士からの最後通告を、インターネット上の情

報だけで対処した為に、手遅れになってしま

いました。 

[アドバイス] 

トラブルに遭っている

時、どの情報を利用するか

は、解決する上でとても重

要です。検索する際は、公

的機関や顔が見える専門家 

の情報を参考にしましょう。具体的な対処法

については、できるだけ早く消費生活センタ

ーへご相談ください。 (消費生活相談員) 

 

 

 

1 月１４日（祝・

月）によみうりラン

ドで行われた成人式

の際に、若者向けの

消費者啓発活動を行

いました。消費者ト

ラブルにあう危険度

チェックができるクリアファイル、消費生活

センターのパンフレット、悪質商法に対する

注意喚起チラシ、啓発四コママンガなどを配

布しました。 

 

 

 

 入浴中の事故は、持病がない場合、前兆が

ない場合でも発生するおそれがあります。 

 高齢者の事故のうち「不慮の溺死及び溺水」

による死亡者は年々増加傾向にあります。こ 

■編集・発行 稲城市・稲城市消費生活センター運営協議会 ■問い合わせ 稲城市市民協働課 ℡378-2111（内線 272） 

 

 

まずは相談！ 

 

 

消費者庁イラスト集より 



クーリング・オフなど契約に関する相談は・・・ 

  
相談受付時間  

月～金曜日（年末年始・祝日除く） 

午前９時 30 分～正午、 

午後 1 時～3 時 30 分 

相談の際は、         

①相談内容をまとめたもの 

②契約書、保証書など、相談に関する資料 

などを準備いただくとスムーズです。 

 

れらの多くは「家」、「居住施設」の「浴槽」

における入浴中の事故であり､11月～3月の

冬季に多く発生していま

す。今の季節は特に注意が

必要です。 

 高齢者の入浴中の事故

は発生すると入院が必要

になる割合が非常に高く、

事故の予防が必要です。そ

のためには、高齢者の方本人が注意するとと

もに家族の方など周りの方も一緒になって事

故を防止することが大切です。 

入浴中の事故を防止するために、以下の点

について確認しておきましょう。 

 

①入浴中に脱衣所や浴室を暖めましょう。 

②湯温は 41 度以下、湯に

つかる時間は 10 分まで

を目安にしましょう。 

③浴槽から急に立ち上が

らないようにしましょう。 

④食後すぐの入浴、またアルコールが抜けて

いない状態での入浴は控えましょう。 

⑤精神安定剤、睡眠薬などの服用後の入浴は

危険ですので注意しましょう。 

⑥入浴する前に同居者に一声かけて、見回っ

てもらいましょう。（消費者庁 HP より） 

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年の 8 月より消

費生活センターが所在する

施設内の改修工事に伴い、1

階エントランスのドアがオ

ートロックになりました。 

お越しの際は「消費生活セ

ンター」のインターフォンを押

してからお入りください。また

お帰りの際は、ロックがかかっ

ておりますので、銀色のつまみ

を右に回してロックを解除し

てドアを開けてください。 

 

「第四文化センターのつどい」に 

     出店します！ 

日時：２月２３日（土） 

午前 10 時～午後 3 時  

第 35 回第四文化セン

ターのつどいに、消費

生活センターと消費生

活センター運営協議会

が出店します。子供向け・大人向けのクイズ

などに答えると景品がもらえます。（景品はな

くなり次第終了）是非、会場にお越しくださ

い。 

 

 

 

 

稲城第五
中学校

［i バス］
【消費生活センター】

向陽台
小学校

【向陽【向陽台】

稲城市

消費生活

センター

至南多摩駅

稲城五中入口

向陽台小南

ウェル
パーク

佐川
急便

至稲城駅

【向陽台1丁目】

パルシステム

生活協同組合連合会稲城
事務センター3階です。

竪谷戸大橋

ドアはオートロックですので
インターフォンを押してください。

一昨年の第四文化センターの

つどいでの啓発の様子 

 


